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議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１０９条第６項の規定に

より提出します。 

 

 



 議第１号議案 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年

亀岡市条例第２４号）の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に 

関する条例の一部を改正する条例 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年

亀岡市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第３項中「前項」を「前３項」に、「旅費」を「費用弁償」

に、「亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和３７年亀岡市条例第１

４号)中第１８条第２項及び第３項の規定を除き」を「亀岡市職員等

の旅費に関する条例(昭和３７年亀岡市条例第１４号)  の規定（第１

項の旅費にあっては同条例第１８条第２項及び第３項を除く。）を」

に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」

に、「旅費」を「費用弁償」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。 

２ 議長、副議長及び議員が招集に応じて本会議、常任委員会、議



会運営委員会、特別委員会又は亀岡市議会会議規則（昭和５３年

議会規則第１号）第１６６条に規定する協議等の場に出席したと

きは、住居から参集場所までの往復の路程に応じて、費用弁償と

して交通費の実費相当額を支給する。 

 別表中「 

 

 

」を 

     

「 

 

                       

     

」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

鉄道賃 船賃 
車賃（１キロメート

ルにつき） 

特別職の職員で常勤

の者の例に準じる。 

円 

３７  

 

交通費 

鉄道賃 船賃 車賃 

特別職の職員で常勤

の者の例に準じる。 

１キロメートルにつ

き３７円又は実費額 

 


